
 
上尾市立今泉小学校 

令和６年度 １１月号 

◇毎月 19日は食育の日◇ 

地産地消とは、地域で生産された農林水産物を、その地域で消費する取組です。学校給食では、地域で

とれた「地場産物」を活用することで、地域の産業や食文化への理解を深め、地域への愛着を育むととも

に、環境問題や食料自給率といった課題について目を向ける機会にしたいと考えています。 

１１月は「彩の国ふるさと学校給食月間」です。１１月の給食には、埼玉県産の食品がたくさん使われてい

ます。ぜひ、この機会に、ご家庭でも地産地消の言葉を話題にしてみてくださいね！ 

新鮮な旬の味覚を 

味わうことができる 

作っている人の顔が 

わかり、安心感が 

得られる 

  

地域内で資金が還元 

され、地域経済の 

活性化につながる 

農業が活性化する 

ことで農地が保全され、 

景観の維持や洪水の 

防止につながる 

運ぶ距離が短くなり、 

エネルギーや CO２排出量 

が削減でき、環境に優しい 

  

SDGs（持続可能な 

開発目標）の達成に 

貢献できる 

  

地域の産業や食文化へ 

の理解を深めることが 

できる 

食料の生産、流通に関わる人 

びとに対する感謝の気持ちを 

育むことができる 

学校と地域との連携・協力 

関係を構築することが 

できる 


